
四 日 市 市 告 示 第 １ ５ ４ 号  

建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ２ ７ 年 法

律 第 ５ ３ 号 。）第 １ ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、登 録 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消

費 性 能 判 定 機 関 に 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 適 合 性 判 定 の 全 部 を 行 わ

せ る こ と と し た の で 、 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る

法 律 施 行 規 則（ 平 成 ２ ８ 年 国 土 交 通 省 令 第 ５ 号 ）第 ８ 条 の 規 定 に よ り 、

公 示 し ま す 。  

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ５ 日  

四 日 市 市 長  森  智 広    

 

（ １ ） 登 録 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 判 定 機 関 に 行 わ せ る と し た 建 築

物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 適 合 性 判 定 の 業 務  

 

   建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 適 合 性 判 定 の 全 部  

 

 

（ ２ ） 登 録 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 判 定 機 関 の 当 該 判 定 の 業 務 の 開

始 の 日  

 

   平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日  

 

附  則  

１  こ の 告 示 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  登 録 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 判 定 機 関 に 行 わ せ る 適 合 性

判 定 の 業 務 の 範 囲 （ 平 成 ２ ９ 年 四 日 市 市 告 示 第 １ ２ ９ 号 ）

は 廃 止 す る 。  

 

（ 都 市 整 備 部 建 築 指 導 課 ）  


